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 果樹農業振興特別措置法（昭和 36 年法律第 15 号。以下「果振法」という。）

第２条第１項及び果樹農業振興特別措置法施行令（昭和 36 年政令第 145 号。

以下「施行令」という。）第１条の規定に基づき、令和 12 年度を目標年度と

する果樹農業の振興を図るための基本方針（以下「基本方針」という。）が

本年４月に策定されたところである。 

 新たな基本方針は、今後の果樹農業振興の基本的な方向を明らかにし、果

振法第２条の３の規定に基づき、都道府県が作成する果樹農業の振興を図る

ための計画（以下「振興計画」という。）等の関連施策の運用の指針とする

とともに、その内容に沿って、関係機関の連携・協力の下に果樹農業の振興

が図られるよう示されたものである。 

 ついては、基本方針の策定に伴う都道府県における振興計画の作成と関係

機関の連携・協力体制の構築に関し、別紙の内容に沿って円滑な実施が図ら

れるようご配慮いただきたい。 



別紙 
 

果樹農業の振興を図るための基本方針の策定に伴う都道府県におけ
る果樹農業の振興を図るための計画の作成及び関係機関の連携・協力体
制の構築 

 
第１ 趣旨 

果樹農業振興特別措置法（昭和 36 年法律第 15 号。以下「果振法」と

いう。）第２条第１項及び果樹農業振興特別措置法施行令（昭和 36 年政

令第 145 号。以下「施行令」という。）第１条の規定に基づき、令和２

年４月に新たに策定された果樹農業の振興を図るための基本方針（以下

「基本方針」という。）において、果樹農業の振興に向けた基本的考え

方として、「果樹農業の持続性を高めながら、成長産業化を図るために

は、供給過剰基調に対応した生産抑制的な施策から、低下した供給力を

回復し、生産基盤を強化するための施策に転換していく必要がある」と

し、具体的には、労働生産性の抜本的な向上や、次世代への円滑な経営

継承、国内外の新たな市場の獲得、様々なリスクへの対応力の強化等を

進めていくとしたところである。 

今後は、新たな基本方針に即して、国や都道府県、生産出荷団体（農

業協同組合、農業協同組合連合会及びこれら以外の者であって果実の出

荷又は加工の事業を行うものが組織する出荷事業者団体をいう。以下同

じ。）等の関係機関の連携・協力の下、果樹農業の持続的発展と成長産

業化に向けた取組を計画的かつ一体的に進めていくことが重要である。 

これを踏まえ、果振法第２条の３の規定に基づく都道府県における果

樹農業の振興を図るための計画（以下「振興計画」という。）の作成及

び関係機関の連携・協力体制の構築について、以下に掲げる事項に十分

に留意した上で推進することで、新たな基本方針の実現による果樹農業

の振興を図る。 

 
第２ 振興計画に関する事項 
１ 振興計画の作成 
（１）振興計画における「目標年度」は、果振法施行令第３条の規定に基

づき、基本方針と同様に令和 12 年度と定めるものとする。 
（２）振興計画における「対象果樹」の選定に当たっては、当該都道府県

内で栽培されている果樹のうち、果振法施行令第２条に定められてい
るものは、できる限り対象とするよう努めるものとする。 

（３）振興計画における「栽培面積その他果実の生産の目標（果振法第２
条の３第２項第１号）」は、振興計画の対象となる果樹の種類ごとに、
基本方針「第２栽培面積その他果実の生産の目標」に即し、近年にお
ける全国の栽培面積その他の果実の生産の動向を踏まえ、特に、当該
都道府県の位置づけに配慮し、定めるものとする。 

（４）振興計画における「その区域の自然的経済的条件に応ずる近代的な



果樹園経営の指標（果振法第２条の３第２項第２号）」は、振興計画
の対象となる果樹の種類ごとに、基本方針「第３栽培に適する自然的
条件に関する基準」及び「第４近代的な果樹園経営の基本的指標」に
即し、当該都道府県の実情に配慮し、定めるものとする。 

（５）新たな基本方針の内容を踏まえ、果振法第２条の３第３項の規定に
より、振興計画で定めるよう努めるとされている事項の中で、以下の
内容について記載するよう努めるものとする。 
ア 労働生産性の向上に関すること 
イ 次世代への円滑な経営継承及び園地集積・集約化に関すること 
ウ 生産資材の安定確保に関すること 
エ 様々なリスクへの対応力の強化に関すること 
オ 輸出拡大に関すること 

（６）その他、振興計画の内容については、他の農業振興施策等との総合
調整を図るものとする。 

２ 振興計画の提出・公表 
都道府県は、果振法第２条の３第６項の規定に基づき、振興計画を定

めたときは、遅滞なく、地方農政局長（北海道にあっては農林水産省生
産局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長）に提出し、その概
要を公表するものとする。 

３ 振興計画の変更 
  振興計画の変更については、１及び２に準ずるものとする。 

 

第３ 関係機関の連携・協力体制に関する事項 

１ 全果協及び都道府県果協 

国産果実については、その年の気候条件や販売環境によっては、生産

量の増加や一時的な出荷集中、低品位な果実の出回り等による、短期的

な需給のアンバランスは起こり得ることから、高品質果実の安定供給の

ためには、産地関係者が、果実の生育状況を把握しつつ、需要に見合っ

た生産・出荷を行うことが重要である。 

これらの実現に向けては、全国及び都道府県の段階に設置された生産

出荷団体の代表者等で構成する果実生産出荷安定協議会（以下、全国段

階に設置されるものを「全果協」、都道府県段階に設置されるものを「都

道府県果協」という。）が、産地の生産基盤の強化や高品質な果実の安

定的な生産・出荷のための取組等を積極的に推進していくことが必要で

ある。 

これを踏まえ、全果協及び都道府県果協の設置運営等については、「果

樹農業振興特別措置法の一部を改正する法律の施行について」（昭和 60

年７月１日付け 60 農蚕第 3664 号農林水産事務次官依命通知。以下「施

行通知」という。）第４の２（３）に定めるもののほか、以下に定める

ところによるものとする。 

（１）全果協 

ア 全果協は、協議会の運営に関し必要な事項を設置運営規程に定め



るものとする。 

イ 全果協は、以下に掲げる団体の代表者等をもって構成する。 

（ア）一般社団法人全国農業協同組合中央会 

（イ）果実の生産・出荷の業務又はその指導を行っている全国の区域

を地区とする農業協同組合連合会 

（ウ）全国段階の商系出荷事業者団体 

（エ）都道府県果協 

（オ）その他農林水産省生産局長（以下「生産局長」という。）が適

当と認める団体 

ウ 全果協は、原則として以下に掲げる事項について、協議を行うも

のとする。なお、果振法第４条の３及び施行令第５条で定める特定

果実（うんしゅうみかんをいう。以下同じ。）について、農林水産

大臣が果振法第４条の３及び施行通知第４の２に基づく生産出荷

安定指針（以下「指針」という。）を定めた場合は、指針に即して

協議を行うものとする。 

（ア）高品質果実の安定的かつ計画的な生産に関する事項 

（イ）年間の需給見通しに関する事項 

（ウ）出荷時期区分の設定に関する事項 

（エ）国産果実及びその加工品の輸出促進に関する事項 

（オ）生食用及び加工原料用の果実の計画的な出荷に関する事項 

（カ）果実加工品の調整保管に関する事項 

（キ）労働生産性の向上及び生産基盤の強化に関する事項 

（ク）その他果実の生産及び出荷の安定に関する事項 

エ 全果協は、ウに定める事項のうち、都道府県段階に係るものの協

議を都道府県果協に委託するものとする。 

オ 全果協は、ウの協議終了後速やかに、協議事項について生産局長

に届け出るものとする。 

カ 生産局長は、オに基づき届出を受けた場合には、その内容を果振

法第４条の４の規定に基づき指定された公益財団法人中央果実協

会（以下｢指定法人｣という。）に対し、直接通知するものとする。

この場合において、当該協議及び届出の内容が都道府県に関係する

ときは、北海道知事に対しては直接、都府県の知事に対しては地方

農政局長を通じ、通知するものとする。 

キ 生産局長は、果実及びその加工品の需給の安定を図る上で、緊急

を要する事項について協議するため、全果協の開催を指示すること

ができるものとする。全果協は、協議の内容を速やかに生産局長に

報告するものとする。 

（２）都道府県果協 

ア 都道府県果協は、協議会の運営に関し必要な事項を設置運営規程

に定めるものとする。 



イ 都道府県果協は、以下に掲げる団体の代表者等をもって構成す

る。 

（ア）都道府県農業協同組合中央会 

（イ）都道府県の区域の全部又は一部をその地区とする農協及びその

連合会（全国農業協同組合連合会の県本部を含む。） 

（ウ）都道府県段階の商系出荷事業者、加工事業者又は販売事業者の

団体 

（エ）その他知事が適当と認める団体 

ウ 都道府県果協は、（１）エにより全果協の委託を受けた事項につ

いて協議を行うとともに、原則として以下に掲げる事項について協

議を行うものとする。この場合、特定果実については指針の趣旨が

活かされるよう配慮するものとする。 

（ア）高品質果実の安定的かつ計画的な生産に関する事項 

（イ）出荷時期区分の設定に関する事項 

（ウ）国産果実及びその加工品の輸出促進に関する事項 

（エ）生食用及び加工原料用の果実の計画的な出荷に関する事項 

（オ）果樹産地構造改革計画に関する事項 

（カ）労働生産性の向上及び生産基盤の強化に関する事項 

（キ）その他果実の生産及び出荷の安定に関する事項 

エ 都道府県果協は、協議終了後速やかに、ウ（オ）に係る事項につ

いては知事と協議し、その他の協議事項については知事に届け出る

ものとする。 

オ 知事は、エにより調整を了した場合又は届出があった場合には、

その内容を地方農政局長（北海道知事にあっては生産局長）及び都

道府県法人（果振法第４条の４第２号に規定する都道府県法人をい

う。以下同じ。）に通知するものとする。 

カ 知事は、指針に即した指導を行うため、特に必要があると認めら

れる場合には、都道府県果協の開催を指示することができるものと

する。 

キ 都道府県果協は、果樹産地構造改革計画について（平成 17 年３

月 25 日付け 16 生産第 8112 号農林水産省生産局長通知）に基づき、

果樹産地構造改革計画に関する業務を行う。 

（３）全果協及び都道府県果協の開催 

全果協及び都道府県果協は、年度当初及び摘果期、出荷期等果実の

計画的な生産・出荷のために必要な時期又は生産局長若しくは知事か

ら開催を指示された場合に、会長が招集して開催するものとする。 

 

２ 推進指導体制 

（１）都道府県果協及び生産出荷団体 

ア 都道府県果協及び生産出荷団体は、都道府県法人と連携し、安定



的かつ計画的な生産・出荷の趣旨の徹底、生産者及び出荷事業者に

対する指導を行うものとする。 

イ 生産出荷団体は、特定果実生産者の了解を得て、都道府県果協及

び都道府県法人に対し、生産出荷情報の提供を行うものとする。 

ウ 都道府県果協は、都道府県等と連携し、その構成員の充実等体制

の強化に努めるものとする。 

（２）指定法人及び都道府県法人 

ア 指定法人及び都道府県法人は、関係機関に対し、産地の生産基盤

の強化や高品質果実の安定的かつ計画的な生産・出荷の推進等に必

要な情報の提供及び支援等を行うものとする。 

イ 都道府県法人は、都道府県等と連携し、その会員の充実等体制の

強化に努めるものとする。 

（３）都道府県 

ア 都道府県は、都道府県果協及び都道府県法人に対する指導及び支

援を行うとともに、農林事務所、普及指導センター、試験研究機関

等の出先機関と市町村、生産出荷団体等関係機関との連携を図り、

産地の指導体制を整備するものとする。 

イ 農業共済組合連合会及び市町村の協力を得て、都道府県果協及び

都道府県法人に対し、産地の生産基盤の強化や高品質果実の安定的

かつ計画的な生産・出荷の推進等に必要な情報の提供を行うものと

する。 

（４）国 

国は、産地の生産基盤の強化や高品質な果実の安定的かつ計画的

な生産・出荷の推進等に資するため、その実施状況等に関する調査及

び関係機関・団体に対する情報の提供を行うものとする。 


